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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期

会計期間

自　平成18年
　　８月１日
至　平成19年
　　１月31日

――

自　平成20年
　　１月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成18年
　　８月１日
至　平成19年
　　７月31日

自　平成19年
　　８月１日
至　平成19年
　　12月31日

売上高 (千円) ― ― ― 463,382 346,904

経常損失 (千円) ― ― ― 518,911 134,302

当期純損失 (千円) ― ― ― 859,621 168,852

純資産額 (千円) ― ― ― 575,517 ─

総資産額 (千円) ― ― ― 1,230,234 ─

１株当たり純資産額 (円) ― ― ― 35,909.29 ─

１株当たり当期純損失 (円) ― ― ― 82,103.2910,054.93

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ― ― ― ─ ─

自己資本比率 (％) ― ― ― 46.2 ─

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― △443,610△115,138

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― △8,135 △46,774

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― ― 1,319,791△41,013

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― ― ― 976,748 870,611

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名) ― ― ─
49

〔24〕
58

〔５〕

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第８期、第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、１株当た

り当期純損失であるため記載しておりません。

３　連結子会社であった株式会社オフネーションを平成19年11月に清算を結了し、株式会社時尚電脳隊については

平成19年10月に株式譲渡を行ったため、平成19年12月31日現在の連結貸借対照表は作成しておりません。この

ため、第９期については連結経営指標等の一部については記載しておりません。

４　平成19年10月26日開催の第８期定時株主総会決議により、決算期を７月31日から12月31日に変更しました。し

たがって、第９期は平成19年８月１日から平成19年12月31日の５ヶ月間となっており、中間連結決算は行って

おりません。

５　第８期中、第10期中は中間連結財務諸表を作成していないため、当中間連結会計期間に係る主要な経営指標等

の推移については、記載しておりません。

６　従業員数の〔外書〕は、臨時従業員(アルバイト、契約社員、人材派遣会社からの派遣社員数)の年間平均雇用人

員であります。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期

会計期間

自　平成18年
　　８月１日
至　平成19年
　　１月31日

――

自　平成20年
　　１月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成18年
　　８月１日
至　平成19年
　　７月31日

自　平成19年
　　８月１日
至　平成19年
　　12月31日

売上高 (千円) 206,119― 1,170,484463,192346,904

経常利益又は経常損失（△） (千円) △231,414― 35,716△443,488△111,576

中間純利益又は
中間(当期)純損失（△）

(千円) △471,780― 37,571△831,037△167,212

持分法を適用した場合の
投資損失

(千円) 2,256 ― ― ― ―

資本金 (千円) 547,625― 694,425692,625694,275

発行済株式総数 (株) 10,826― 20,506 15,826 20,491

純資産額 (千円) 635,917― 690,369566,659652,647

総資産額 (千円) 1,244,659― 1,330,1171,214,6511,450,384

１株当たり純資産額 (円) 58,739.81― 33,666.6935,805.6331,850.46

１株当たり中間純利益又は中
間(当期)純損失（△）

(円) △46,868.72― 1,832.30△79,373.24△9,957.25

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

(円) ― ― 1,811.89 ─ ─

１株当たり配当額 (円) ― ― ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 51.1 ― 51.9 46.7 45.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △124,195― 70,142 ― ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △93,032― △1,711 ― ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,050,633― △70,650 ― ―

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 942,107― 868,393 ― ―

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)
47

〔28〕
―

64
〔10〕

46
〔23〕

58
〔５〕

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第８期及び第９期は連結財務諸表を作成しているため、第８期及び第９期の持分法を適用した場合の投資利

益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・

フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

３　第８期中、第８期及び第９期に係る潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、新株予約権の残

高がありますが、１株当たり中間(当期)純損失を計上しているため、記載しておりません。

４　従業員数の〔外書〕は、臨時従業員(アルバイト、契約社員、人材派遣会社からの派遣社員数)の平均雇用人員で

あります。

５　平成19年10月26日開催の第８期定時株主総会決議により、決算期を７月31日から12月31日に変更しました。し

たがって、第９期は平成19年８月１日から平成19年12月31日の５ヶ月間となっており、中間決算は行っており

ません。
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２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業内容に重要な変更

はありません。

主要な関係会社についても、異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 　　　　64(10)

(注) １　従業員数は就業人員(社外から当社への出向を含んでおります。)でありますが、派遣社員及び契約社員を含ん

でおりません。

２　従業員数の(外書)は、臨時従業員(アルバイト、契約社員、人材派遣会社からの派遣社員数)の当中間会計期間の

平均雇用人員であります。

　

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

前事業年度に連結子会社がなくなったため、当中間会計期間は非連結決算へ移行しており、中間連結財務

諸表は作成しておりません。このため、「事業の状況」については、当社個別の内容を記載しております。

また、前事業年度は決算期変更により５ヶ月間となっているため、前年同期との比較分析は行っておりませ

ん。

　

(1) 業績

当中間会計期間におけるわが国経済は、サブプライム住宅ローン問題を背景とした米国景気の低迷や、

原油価格・食料品価格の高騰等を背景とした企業収益や個人消費の悪化により、景気回復にはやや不透

明感が見られました。

　当社を取り巻く環境につきましては、国内の携帯電話加入者数は平成19年12月末までに１億人を突破

し、平成20年６月末現在では10,364万人（前年同月比5.7％増）となり、緩やかな成長を続けております。

また、第3世代携帯電話の加入者数が9,083万人（前年同期比21.6%増）と高速通信が可能な端末の普及が

進んだほか、携帯電話によるインターネット接続サービスの契約者数は8,927万人（前年同期比4.2％

増）と通信料の定額制も定着が進んでおります。若い世代を中心にメディアとしての携帯電話の利用時

間は増加傾向にあり、モバイルコンテンツやコマース、モバイル広告といった市場は、引き続き拡大傾向

を継続するものと考えられます。

　このような事業環境の中で、当社はモバイルユーザー及びモバイルサイトに対する深い知見、高い技術

力、充実したラインナップをもとに、顧客のニーズに合わせた最適なソリューションを提案してまいりま

した。また、市場の成長が見込まれるモバイルマーケティング分野および検索エンジン関連分野でのサー

ビス強化に注力し、成長性の高い事業に経営資源を集中させ、変化が著しいモバイルマーケットに対応す

る体制を構築してまいりました。

　その結果、売上高は主にモバイルマーケティング事業の販売が好調であったことにより、予想を上回る

1,170,484千円となりました。営業利益は売上高の伸びを反映して38,610千円、経常利益は35,716千円、中

間純利益は37,571千円となりました。

　（モバイルソリューション事業）

モバイルソリューション事業につきましては、モバイルコマース領域、モバイルメディア領域でのサ

イト開発案件の受注に加えて、継続的な収益の確保に努めるため、保守・運用サービスの確保に努めて

まいりました。これらの活動によりモバイルソリューション事業の売上高は116,049千円、営業利益は

11,201千円となりました。

　（モバイルマーケティング事業）

モバイルマーケティング事業につきましては、モバイル広告は効果的な媒体であり市場も引き続き

拡大傾向にあるなか、当社としましてはモバイルユーザー及びモバイルメディアを専門として取り

扱ってきた知見や提案力をもとに、事業を推進してまいりました。これらの活動により、モバイルマー

ケティング事業の売上高は981,215千円、営業利益は124,893円となりました。

　（その他の事業）

その他の事業としては、企業の広告掲載による広告収入を主な収入源とするユーザー（一般消費

者）向けのモバイルメディアとして、SNS型コミュニティサイト「ピクスタ」、画像投稿サイト「チュ

ミミン」などの消費者参加型メディア及びポイント還元サイト「えもじ便＠貯金箱」等の企画・開発
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・運営を行っております。社内の開発人員を有効活用することにより、集客性の高いメディアを短期間

に低コストで提供し、早期に収益性の高い事業に成長させることを目指してまいりました。また、市場

拡大が期待される検索エンジン関連分野のサービスとしてはモバイルSEOサービスに注力しており、

サービス提供体制の強化を進めてまいりました。

　こうした活動により、売上高は73,218千円、営業利益は8,567千円となりました。

　

　 (注)　モバイルSEO事業につきましては、前事業年度においてはセグメントは「モバイルソリュー

　　　　ション事業」に含まれておりましたが、組織変更により、当中間会計期間から「その他の事

　　　　業」に変更することとなりました。

　　　

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高に比べて2,218

千円減少し、残高は868,393千円となりました。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

当中間会計期間において、営業活動の結果得られた資金は、70,142千円となりました。

　主な収入要因は売掛金の減少による収入77,858千円であり、主な支出要因は買掛金の減少による

66,953千円であります。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

当中間会計期間において、投資活動の結果使用した資金は、1,711千円となりました。

　主な支出要因はモバイルアフィリエイトサービス「BYPASS」の管理ソフトの制作及び自社メディア

であるポイント還元サイト「えもじ便＠貯金箱」、SNS型コミュニティサイト「ピクスタ」のソフト

ウェア制作による支出27,405千円であり、主な収入要因は敷金保証金の返還による収入27,258千円で

あります。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

当中間会計期間において、財務活動の結果使用した資金は、70,650千円となりました。

　主な支出要因は長期借入金の返済による支出70,800千円であります。

　

※前事業年度まで連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたので、前年同期と比

　　較しての分析的な記載は行っておりません。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

当社は、当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりません。また、前事業年度は決算期変更に

より５ヶ月間となっており、中間決算を行っていないため、前事業年度との対比の記載は行っておりませ

ん。

　

(1) 生産実績

当中間会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

生産高(千円)

モバイルソリューション事業 89,626

モバイルマーケティング事業 777,708

その他の事業 14,865

合計 882,200

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当中間会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

受注高(千円) 受注残高(千円)

モバイルソリューション事業 132,618 33,192

モバイルマーケティング事業 909,550 29,736

その他の事業 82,383 19,512

合計 1,124,551 82,441

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

事業部門

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

販売高(千円)

モバイルソリューション事業 116,049

モバイルマーケティング事業 981,215

その他の事業 73,218

合計 1,170,484

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

販売高(千円) 割合(％)

株式会社リクルート 233,623 20.0

株式会社ビービーエムエフ 200,477 17.1

ゲームロフト株式会社 133,585 11.4

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。

　

４ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において、経営上の重要な契約の締結等は行われておりません。

　

５ 【研究開発活動】

当社は進化の早いモバイル及びネットワーク分野における顧客ニーズに対応するために、最先端の技術

をモバイル分野及びネットワーク分野に適用させ、今後の事業の中心となる製品の研究開発を進めており

ます。当中間会計期間におきましては、消費者参加型メディア及び写真投稿サイト「チュミミン」の研究、

企画、開発を行いました。

この結果、当中間会計期間における研究開発費の総額は27千円となりました。なお、事業部門別の研究開

発活動は次のとおりであります。

(1)モバイルソリューション事業

　該当事項はありません。

(2)モバイルマーケティング事業

　該当事項はありません。

(3)その他の事業

　自社サイトの研究、企画、開発を行ってまいりました。当事業に係る研究開発費の金額は27千円でありま

す。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

　当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　
　

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 35,000

計 35,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年９月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,50620,506
名古屋証券取引所
(セントレックス
市場)

―

計 20,50620,506 ― ―

(注)　「提出日現在発行数」欄には平成20年９月１日以降この半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発

行された株式数は含まれておりません。

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

①新株予約権

平成13年改正旧商法第280条ノ120及び第280条ノ121の規程に基づき発行した新株予約権は、以下のと

おりであります。

(平成16年６月16日臨時株主総会特別決議　平成16年６月16日取締役会決議に基づく発行)

中間会計期間末現在
(平成20年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権の数(個） 50　(注)２ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株）        250　(注)１、２、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円） 10,000  (注)１、４ 同左

新株予約権の行使期間
平成18年６月17日から
平成26年６月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円）

発行価格　　10,000
資本組入額　10,000

同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―
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(注) １　平成16年11月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月１日をもって１株を５株に分割する株式分割を

行っており、その影響を調整しております。

２　本新株予約権は平成16年６月16日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を217個、新株予約権の目的と

なる株式の数の上限を217株として発行の決議を受け、これに基づき平成16年６月16日開催の取締役会におい

て、新株予約権の数192個、新株予約権の目的となる株式の数192株の発行を決議いたしました。

３　新株予約権の目的となる株式の数の調整について

　　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、か

かる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生

じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　　　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

４　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について

　　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分

を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　　①　株式の分割又は併合を行う場合

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　

　　②　時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

５　新株予約権の行使の条件

　　①　権利行使について、当社又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを条件とする。

　　②　新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続するこ

と及び新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。

　　③　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。

６　新株予約権の譲渡に関する事項

　　新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
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(平成16年６月16日臨時株主総会特別決議　平成17年６月14日取締役会決議に基づく発行)

中間会計期間末現在
(平成20年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権の数(個) ５ (注)２ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　　25 (注)１、２、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 10,000  (注)１、４ 同左

新株予約権の行使期間
平成18年６月17日から
平成26年６月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　10,000
資本組入額　10,000

同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　平成16年11月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月１日をもって１株を５株に分割する株式分割を

行っており、その影響を調整しております。

２　本新株予約権は平成16年６月16日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を217個、新株予約権の目的と

なる株式の数の上限を217株として発行の決議を受け、これに基づき平成16年６月16日開催の取締役会におい

て、新株予約権の数192個、新株予約権の目的となる株式の数192株の発行を決議し、平成17年６月14日開催の

取締役会において、新株予約権の数25個、(注)１の株式分割の影響を調整した新株予約権の目的となる株式の

数125株の発行を決議いたしました。この発行により、授権された217個すべてを発行することとなりました。

３　新株予約権の目的となる株式の数の調整について

　　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、か

かる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生

じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　　　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

４　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について

　　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分

を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　　①　株式の分割又は併合を行う場合

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

　　②　時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合

　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
５　新株予約権の行使の条件

　　①　権利行使について、当社又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを条件とする。

　　②　新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続するこ

と及び新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。

　　③　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。

６　新株予約権の譲渡に関する事項

　　新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
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(平成17年６月30日臨時株主総会特別決議　平成17年６月30日取締役会決議に基づく発行)

中間会計期間末現在
(平成20年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権の数(個) ７ (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 　 普通株式 (注)２ 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　　７ (注)１、２、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 155,000 (注)１、４ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
平成27年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 155,000
資本組入額　77,500

同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　本新株予約権は平成17年６月30日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を415個、新株予約権の目的と
なる株式の数の上限を415株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年６月30日開催の取締役会におい
て、新株予約権の数336個、新株予約権の目的となる株式の数336株の発行を決議いたしました。

２　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株
式移転による完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種
の株式の種類とする。

３　新株予約権の目的となる株式の数の調整について
　　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、か
かる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生
じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　　　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率
　　また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式移
転の比率に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。

４　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について
　　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分
を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を
調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　　①　株式の分割又は併合を行う場合
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

　　②　時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
　　また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株式
交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

５　新株予約権の行使の条件
　　①　権利行使について、当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを条件とする。
　　②　新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続するこ

と及び新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
　　③　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
６　新株予約権の譲渡に関する事項
　　新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
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(平成17年６月30日臨時株主総会特別決議　平成17年11月28日取締役会決議に基づく発行)

中間会計期間末現在
(平成20年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権の数(個) 10 (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 　 普通株式 (注)２ 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　　　10 (注)１、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 155,000 (注)１、４ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
平成27年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 155,000
資本組入額　77,500

同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　本新株予約権は平成17年６月30日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を415個、新株予約権の目的と
なる株式の数の上限を415株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年６月30日開催の取締役会におい
て、新株予約権の数336個、新株予約権の目的となる株式の数336株の発行を決議し、平成17年11月28日開催の
取締役会において、新株予約権の数79個、新株予約権の目的となる株式の数79株の発行を決議いたしました。
この発行により、授権されていた415個すべてを発行することになりました。

２　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株
式移転による完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種
の株式の種類とする。

３　新株予約権の目的となる株式の数の調整について
　　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、か
かる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生
じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　　　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率
　　また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式移
転の比率に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。

４　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について
　　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分
を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を
調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　　①　株式の分割又は併合を行う場合
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

　　②　時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
　　また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株式
交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

５　新株予約権の行使の条件
　　①　権利行使について、当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを条件とする。
　　②　新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続するこ

と及び新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
　　③　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
６　新株予約権の譲渡に関する事項
　　新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
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(平成17年12月29日臨時株主総会特別決議　平成18年５月29日取締役会決議に基づく発行)

中間会計期間末現在
(平成20年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権の数(個) 14 (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 　 普通株式 (注)２ 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　   　14 (注)１、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 　　 155,000 (注)１、４ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年12月30日から
平成27年12月29日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 　155,000
資本組入額　77,500

同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　本新株予約権は平成17年12月29日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を300個、新株予約権の目的と
なる株式の数の上限を300株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年５月29日開催の取締役会におい
て、新株予約権の数109個、新株予約権の目的となる株式の数109株の発行を決議いたしました。この発行によ
り、授権されていた300個すべてを発行することになりました。

２　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株
式移転による完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種
の株式の種類とする。

３　新株予約権の目的となる株式の数の調整について
　　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、か
かる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生
じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　　　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率
　　また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式移
転の比率に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。

４　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について
　　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分
を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を
調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　　①　株式の分割又は併合を行う場合
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

　　②　時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
　　また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株式
交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

５　新株予約権の行使の条件
　　①　権利行使について、当社又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを条件とする。
　　②　新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続するこ

と及び新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
　　③　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
６　新株予約権の譲渡に関する事項
　　新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
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(平成18年３月13日臨時株主総会特別決議　平成18年３月16日取締役会決議に基づく発行)

中間会計期間末現在
(平成20年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権の数(個) 10 (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 　 普通株式 (注)２ 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　 　　10 (注)１、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 　　155,000 (注)１、４ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年３月14日から
平成28年３月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 155,000
資本組入額　77,500

同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　本新株予約権は平成18年３月13日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を20個、新株予約権の目的とな
る株式の数の上限を20株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年３月16日開催の取締役会において、
新株予約権の数10個、新株予約権の目的となる株式の数10株の発行を決議いたしました。

２　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株
式移転による完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種
の株式の種類とする。

３　新株予約権の目的となる株式の数の調整について
　　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、か
かる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生
じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　　　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率
　　また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式移
転の比率に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。

４　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について
　　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分
を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を
調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　　①　株式の分割又は併合を行う場合
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

　　②　時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
　　また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株式
交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

５　新株予約権の行使の条件
　　①　権利行使について、当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを条件とする。
　　②　新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続するこ

と及び新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
　　③　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
６　新株予約権の譲渡に関する事項
　　新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

　

EDINET提出書類

株式会社フラクタリスト(E05634)

半期報告書

17/47



(平成18年３月13日臨時株主総会特別決議　平成18年５月29日取締役会決議に基づく発行)

中間会計期間末現在
(平成20年６月30日)

提出日の前月末現在
(平成20年８月31日)

新株予約権の数(個) ３ (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ 同左

新株予約権の目的となる株式の種類  　普通株式 (注)２ 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 　　３ (注)１、３ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 155,000 (注)１、４ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年３月14日から
平成28年３月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 155,000
資本組入額　77,500

同左

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　本新株予約権は平成18年３月13日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を20個、新株予約権の目的とな
る株式の数の上限を20株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年５月29日開催の取締役会において、
新株予約権の数10個、新株予約権の目的となる株式の数10株の発行を決議いたしました。

　　この発行により、授権されていた20個すべてを発行することになりました。
２　当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株
式移転による完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種
の株式の種類とする。

３　新株予約権の目的となる株式の数の調整について
　　当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、か
かる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生
じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

　　　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率
　　また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式移
転の比率に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。

４　新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について
　　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分
を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を
調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　　①　株式の分割又は併合を行う場合
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
　

　　②　時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
　　また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株式
交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

５　新株予約権の行使の条件
　　①　権利行使について、当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを条件とする。
　　②　新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続するこ

と及び新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。
　　③　その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。
６　新株予約権の譲渡に関する事項
　　新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
　

(千円)

資本金残高
　

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年１月１日～
平成20年６月30日
(注)

15 20,506 150 694,425 ─ ─

（注）　新株予約権の行使による増加であります。
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(5) 【大株主の状況】

平成20年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ngi group株式会社
東京都港区赤坂2-17-22
赤坂ツインタワー本館10階

9,500 46.33

田中　祐介 東京都港区 1,854 9.04

小川　淳 東京都目黒区 594 2.90

出岡　英俊 東京都港区 585 2.85

久野　和雄 大阪府大阪市阿倍野区 516 2.52

フューチャーアーキテクト株式会
社

東京都品川区大崎1-2-2 450 2.19

橋爪　小太郎 千葉県市川市 447 2.18

田中　伸夫 東京都世田谷区 373 1.82

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３－１ 333 1.62

伊藤　幸司 東京都港区 323 1.58

計 ― 14,975 73.03
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　20,506 20,506
権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 20,506 ― ―

総株主の議決権 ― 20,506 ―

　

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高(円) 61,500 62,100 62,000 59,000 83,000 69,000

最低(円) 54,000 55,200 52,700 51,000 49,000 62,000

(注)　株価は、名古屋証券取引所セントレックス市場におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　

(2) 平成19年10月26日開催の第８期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を７月31日か

ら12月31日に変更いたしました。これに伴い、前事業年度は、平成19年８月１日から平成19年12月31日ま

での５ヶ月間となっており中間決算を行っていないため、以下に掲げる中間貸借対照表、中間損益計算書

及び中間株主資本等変動計算書については前中間会計期間との対比は行っておりません。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間(平成20年１月１日から平成

20年６月30日まで)の中間財務諸表について、太陽ASG有限責任監査法人により中間監査を受けております。

　なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

　第９期　　あずさ監査法人

　第10期中　太陽ASG有限責任監査法人

（太陽ASG監査法人は、平成20年７月15日付けをもって、法人組織を有限責任監査法人へ移行し、名称を太陽

ASG有限責任監査法人に変更しております。）

　

３　中間連結財務諸表について

　当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

　

当中間会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度
要約貸借対照表
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 868,393 870,611

　２　売掛金 215,635 293,494

　３　たな卸資産 1,827 138

　４　その他 ※２ 15,202 19,911

　　　貸倒引当金 △6,531 △1,732

　　　流動資産合計 1,094,52782.3 1,182,42581.5

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産 ※１ 7,591 7,420

　２　無形固定資産

　　(1) のれん 108,773 121,336

　　(2) ソフトウェア 83,150 65,784

　　(3) ソフトウェア仮勘定 ─ 952

　　　無形固定資産合計 191,923 188,073

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 35,384 35,384

　　(2) その他 1,347 37,081

　　　貸倒引当金 △657 ─

　　　投資その他の資産合計 36,074 72,466

　　　固定資産合計 235,58917.7 267,95918.5

　　　資産合計 1,330,117100.0 1,450,384100.0
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当中間会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度
要約貸借対照表
(平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　買掛金 135,740 202,694

　２　一年内返済予定の
　　　長期借入金

141,600 141,600

　３　未払金 20,350 67,143

　４　賞与引当金 20,420 8,195

　５　ポイント引当金 13,304 16,300

　６　その他 ※２ 22,532 5,203

　　　流動負債合計 353,94726.6 441,13630.4

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 285,800 356,600

　　　固定負債合計 285,80021.5 356,60024.6

　　　負債合計 639,74748.1 797,73655.0

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 694,42552.2 694,27547.9

　２　資本剰余金

　　(1) その他資本剰余金 251,550 251,550

　　　　資本剰余金合計 251,55018.9 251,55017.3

　３　利益剰余金

　　(1) その他利益剰余金

　　　　　繰越利益剰余金 △255,605 △293,177

　　　　利益剰余金合計 △255,605△19.2 △293,177△20.2

　　　株主資本合計 690,36951.9 652,64745.0

　　　純資産合計 690,36951.9 652,64745.0

　　　負債純資産合計 1,330,117100.0 1,450,384100.0
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② 【中間損益計算書】

　

当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自　平成19年８月１日
至　平成19年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 1,170,484100.0 346,904100.0

Ⅱ　売上原価 882,20075.4 287,18482.8

　　　売上総利益 288,28324.6 59,72017.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 249,67321.3 167,20248.2

　　　営業利益又は
　　　営業損失(△)

38,6103.3 △107,482△31.0

Ⅳ　営業外収益 ※２ 4,2400.4 4,0001.1

Ⅴ　営業外費用 ※３ 7,1340.6 8,0942.3

　　　経常利益又は
　　　経常損失(△)

35,7163.1 △111,576△32.2

Ⅵ　特別利益 ※４ 3,0000.3 ― ―

Ⅶ　特別損失 ※５ ─ ─ 54,87215.8

　　　税引前中間純利益又は
　　　税引前当期純損失（△）

38,7163.3 △166,448△48.0

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

1,145 763

　　　法人税等調整額 ─ 1,1450.1 ― 763 0.2

　　　中間純利益
　　　又は当期純損失(△)

37,5713.2 △167,212△48.2
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

　
株主資本

資本金
資本剰余金

その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年12月31日残高(千円) 694,275 251,550 251,550

中間会計期間中の変動額

　新株の発行(新株予約権の行使) 150 ─

　中間純利益 ─

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

150 ─

平成20年６月30日残高(千円) 694,425 251,550 251,550

　

株主資本

純資産合計
利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年12月31日残高(千円) △293,177 △293,177 652,647 652,647

中間会計期間中の変動額

　新株の発行(新株予約権の行使) ─ 150 150

　中間純利益 37,571 37,571 37,571 37,571

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

37,571 37,571 37,721 37,721

平成20年６月30日残高(千円) △255,605 △255,605 690,369 690,369
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前事業年度(自　平成19年８月１日　至　平成19年12月31日)

　
株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年７月31日残高(千円) 692,625 621,275 ─ 621,275

事業年度中の変動額

　新株の発行(新株予約権の行使) 1,650 ―

　新株の発行(合併) 251,550 251,550

　資本準備金取崩額 △621,275 △621,275

　当期純損失 ―

事業年度中の変動額合計(千円) 1,650 △621,275 251,550 △369,725

平成19年12月31日残高(千円) 694,275 ― 251,550 251,550

　
株主資本

純資産合計
利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年７月31日残高(千円) △747,240 △747,240 566,659 566,659

事業年度中の変動額

　新株の発行(新株予約権の行使) ― 1,650 1,650

　新株の発行(合併) ― 251,550 251,550

　資本準備金取崩額 621,275 621,275 ― ―

　当期純損失 △167,212 △167,212 △167,212 △167,212

事業年度中の変動額合計(千円) 454,062 454,062 85,987 85,987

平成19年12月31日残高(千円) △293,177 △293,177 652,647 652,647
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　④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

　

当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　１　税引前中間純利益 38,716

　２　減価償却費 12,177

　３　のれん償却費 12,563

　４　賞与引当金の増加額 12,224

　５　貸倒引当金の増加額 5,457

　６　ポイント引当金の減少額 △2,995

　７　受取利息 △928

　８　支払利息 4,241

　９　売掛金の減少額 77,858

　10　買掛金の減少額 △66,953

　11　未払金の減少額 △46,792

　12　その他の増減額 31,602

　　　　小計 77,171

　13　利息及び配当金の受取額 928

　14　利息の支払額 △4,109

　15　法人税等の支払額 △3,848

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 70,142

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　１　有形固定資産の取得による支出 △1,563

　２　無形固定資産の取得による支出 △27,405

　３　敷金保証金の返還による収入 27,258

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △1,711

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　１　長期借入金の返済による支出 △70,800

　２　株式の発行による収入 150

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △70,650

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △2,218

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 870,611

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１ 868,393

(注)　前期まで連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたので、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書
　　　の記載をしておりません。
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

　
当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成19年12月31日)

１　資産の評価基準及び評価方法

　(1) 有価証券

　　①　　　──────────　　　　

１　資産の評価基準及び評価方法

　(1) 有価証券

　　①子会社株式及び関連会社株式

　　　移動平均法による原価法によっております。

　　②その他有価証券

　　　時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

　　②その他有価証券

　　　同左

　(2) たな卸資産　　

　　①仕掛品

　　　個別法による原価法によっております。

　(2) たな卸資産

　　①仕掛品

　　　同左

　　②貯蔵品

最終仕入原価法によっております。

　　②貯蔵品

　　　同左

２　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　　　　建物　　　　　　　　　　　　　　 10年

    工具器具備品　　　　　　　 　３～８年　　　　

ただし、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却

資産については、３年間均等償却によっております。

２　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

　　　同左

　(2) 無形固定資産

　　①市場販売目的のソフトウェア

見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間(３年以

内)に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償

却する方法によっております。

　(2) 無形固定資産

　　①市場販売目的のソフトウェア

　　　同左

　　②自社利用のソフトウェア

社内における見込利用可能期間(５年)に基づく定額法

によっております。

　　②自社利用のソフトウェア

　　　同左

　　③のれん

５年均等償却を行っております。

　　③のれん

　　　同左

　(3) 長期前払費用

均等償却によっております。

　(3) 長期前払費用

　　　同左

３　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

　(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち

当中間会計期間に負担すべき額を計上しております。

　(3) ポイント引当金

ウェブサイト広告の閲覧実績に応じて発行したポイント

利用に備えるため、当中間会計期間末において将来利用さ

れると見込まれる額を計上しております。

　

３　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

同左

 

　(2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち

当事業年度に負担すべき額を計上しております。

　(3) ポイント引当金

ウェブサイト広告の閲覧実績に応じて発行したポイント

利用に備えるため、当事業年度末において将来利用される

と見込まれる額を計上しております。
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当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成19年12月31日)

４　リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

４　リース取引の処理方法

　　　同左

５　中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少のリスクしか負わない

取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資から

なっております。

６　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

５　　　　　　──────────

 

　　

６　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によって

おります。

　　消費税等の会計処理

　　　同左
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

　
当中間会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末
(平成19年12月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

1,902千円
　

※１　有形固定資産の減価償却累計額

509千円
　

※２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産

の「その他」に含めて表示しております。

※２　　　　──────────

　

(中間損益計算書関係)

　
当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成19年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要なもの

役員報酬 21,048千円

給与手当 89,251千円

支払手数料 10,006千円

賞与引当金繰入額 14,289千円

減価償却費 1,251千円

ポイント引当金繰入額 4,718千円

支払報酬 21,716千円

貸倒引当金繰入額 5,457千円

のれん償却費 12,563千円

※１　販売費及び一般管理費のうち主要なもの

役員報酬 15,330千円

研究開発費 15,179千円

給与手当 50,466千円

支払手数料 17,889千円

賞与引当金繰入額 3,153千円

減価償却費 1,004千円

ポイント引当金繰入額 3,101千円

支払報酬 14,573千円

貸倒引当金繰入額 1,131千円

※２　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 928千円

未払金取崩益 1,987千円

法人税等還付加算金 1,185千円

※２　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 726千円

経営指導料 1,400千円

保険解約返戻金 1,024千円

法人税等還付加算金 803千円

※３　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 4,241千円

支払手数料 2,893千円

※３　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 3,903千円

支払手数料 2,986千円

新株発行費 488千円
　

※４　特別利益のうち主要なもの

事業譲渡益 3,000千円

※４　　　　　　──────────

　

※５　　　　　　──────────　 ※５　特別損失のうち主要なもの

関係会社株式売却損 26,716千円

本社移転費用 20,217千円

減損損失 4,737千円

ソフトウェア評価損 3,051千円

　６　減価償却実施額

有形固定資産 1,381千円

無形固定資産 23,359千円

　６　減価償却実施額

有形固定資産 470千円

無形固定資産 9,566千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式数の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前事業年度末
当中間会計期間
増加株式数

当中間会計期間
減少株式数

当中間会計期間末

発行済株式

普通株式(注) 20,491株 15株 ─株 20,506株

自己株式

普通株式 ─株 ─株 ─株 ─株

　(注)　発行済株式数の増加は、新株予約権の権利行使15株によるものです。

　

２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

　

３　配当に関する事項

　当社は配当を行っておりませんので、該当事項はありません。

　

前事業年度(自　平成19年８月１日　至　平成19年12月31日)

１　発行済株式数の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前事業年度末
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末

発行済株式

普通株式(注) 15,826株 4,665株 ─株 20,491株

自己株式

普通株式 ─株 ─株 ─株 ─株

　(注)　発行済株式数の増加は、合併に伴う被合併会社の株主に対する割当交付による新株式発行4,500株及び新株予

　　　　約権の権利行使165株によるものであります。

　

２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

　

３　配当に関する事項

　当社は配当を行っておりませんので、該当事項はありません。

　

　

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成19年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借

　　対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　　現金及び預金　　　　　　　　　　868,393千円

　　　現金及び現金同等物　　　　　　　868,393千円

──────────
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(リース取引関係)

　
当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成19年12月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

(借主側)

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

(借主側)

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

取得価額
相当額
(千円)
　

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間
期末残高
相当額
(千円)

工具器具
及び備品

30,07516,45113,624

　

取得価額
相当額
(千円)
　

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)
　

工具器具
及び備品

32,83714,25818,579

　
②　未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 9,934千円

１年超 4,464千円

合計 14,398千円
　

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 9,968千円

１年超 9,493千円

合計 19,461千円
　

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 5,510千円

減価償却費相当額 4,954千円

支払利息相当額 448千円
　

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 4,829千円

減価償却費相当額 4,320千円

支払利息相当額 490千円
　

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。
　

④　減価償却費相当額の算定方法

同左
　

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法に

よっております。
　

⑤　利息相当額の算定方法

同左
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(有価証券関係)

当中間会計期間末(平成20年６月30日)

時価評価されていない有価証券

区分 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 35,384

　

　

前事業年度末(平成19年12月31日)

時価評価されていない有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 35,384

　

(デリバティブ取引関係)

当中間会計期間末(平成20年６月30日)

　当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

前事業年度末(平成19年12月31日)

　当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)

当中間会計期間(自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日)

　新たに付与されたストック・オプション等はありません。
　

　　　
前事業年度(自　平成19年８月１日　至　平成19年12月31日)

　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

決議年月日 平成16年６月16日 平成16年６月16日

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役　２名

(注)３ 当社の従業員　３名 (注)３
当社の従業員　３名

株式の種類及び付与数 普通株式　960株　(注)１、２ 普通株式　125株　(注)１，２

付与日 平成16年６月16日 平成17年６月14日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の取締
役若しくは従業員の地位にあることを要
す。

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の取締
役若しくは従業員の地位にあることを要
す。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成18年６月17日から 平成18年６月17日から

平成26年６月16日まで 平成26年６月16日まで

　

決議年月日 平成17年６月30日 平成17年６月30日

付与対象者の区分及び人数
当社の監査役　１名

(注)３ 当社の従業員　１名 (注)３
当社の従業員　２名

株式の種類及び付与数 普通株式　336株　(注)２ 普通株式　79株　(注)２

付与日 平成17年６月30日 平成17年11月28日

権利確定条件
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の役職
員の地位にあることを要す。

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の役職
員の地位にあることを要す。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成19年７月１日から 平成19年７月１日から

平成27年６月30日まで 平成27年６月30日まで

　

決議年月日 平成17年12月29日 平成17年12月29日

付与対象者の区分及び人数 　　　　　（注）３、４ 当社の従業員　８名 (注)３

株式の種類及び付与数 普通株式　191株　(注)２ 普通株式　109株　(注)２

付与日 平成17年12月29日 平成18年５月29日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の取締
役若しくは従業員の地位にあることを要
す。

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の取締
役若しくは従業員の地位にあることを要
す。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成19年12月30日から 平成19年12月30日から

平成27年12月29日まで 平成27年12月29日まで
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決議年月日 平成18年３月13日 平成18年３月13日

付与対象者の区分及び人数 当社の監査役　1名　　(注)３ 当社の従業員　２名  　(注)３

株式の種類及び付与数 普通株式　10株　(注)２ 普通株式　10株　(注)２

付与日 平成18年３月16日 平成18年５月29日

権利確定条件
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の役職
員の地位にあることを要す。

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使
時において、当社又は当社の子会社の役職
員の地位にあることを要す。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間
平成20年３月14日から 平成20年３月14日から

平成28年３月13日まで 平成28年３月13日まで

(注) １　平成16年11月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月１日をもって１株を５株に分割する株式分割を

行っており、その影響を調整しております。

２　株式数に換算して記載しております。

３　付与対象者の区分につきましては付与時点における区分、人数につきましては退職等の理由により権利を放棄

した者の人数を減じて記載しております。

４　すべて自己新株予約権であります。

　

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　① ストック・オプションの数

決議日 平成16年６月16日 平成16年６月16日

権利確定前　　　　　(株)

　前事業年度末

　付与

　失効

　権利確定

　未確定残

権利確定後　　　　　(株)

　前事業年度末

　権利確定

　権利行使

　失効

未行使残　　　　　　(株)

─

─

─

─

─

400

─

125

─

275

─

─

─

─

─

70

─

40

─

30

　

決議日 平成17年６月30日 平成17年６月30日

権利確定前　　　　　(株)

　前事業年度末

　付与

　失効

　権利確定

　未確定残

権利確定後　　　　　(株)

　前事業年度末

　権利確定

　権利行使

　失効

未行使残　　　　　　(株)

─

─

─

─

─

223

─

─

─

223

─

─

─

─

─

10

─

─

─

10
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　決議日 平成17年12月29日 平成17年12月29日

権利確定前　　　　　(株)

　前事業年度末

　付与

　失効

　権利確定

　未確定残

権利確定後　　　　　(株)

　前事業年度末

　権利確定

　権利行使

　失効

未行使残　　　　　　(株)

50

─

─

50

─

─

50

─

─

50

83

─

─

83

─

─

83

─

─

83

　

決議日 平成18年３月13日 平成18年３月13日

権利確定前　　　　　(株)

　前事業年度末

　付与

　失効

　権利確定

　未確定残

権利確定後　　　　　(株)

　前事業年度末

　権利確定

　権利行使

　失効

未行使残　　　　　　(株)

10

─

─

─

10

─

─

─

─

─

5

─

─

─

5

─

─

─

─

─

　

②単価情報

決議日 平成16年6月16日

権利行使価格（円） 10,000 (注)

行使時平均株価（円） 　62,104 

付与日における
公正な評価単価（円）

―

(注)　平成16年11月13日開催の取締役会に基づき、平成16年12月１日をもって１株を５株に分割する株式分割を行って

おり、その影響を調整しております。

決議日 平成17年6月30日

権利行使価格（円） 155,000

行使時平均株価（円） ―

付与日における
公正な評価単価（円）

─

　

決議日 平成17年12月29日

権利行使価格（円） 155,000

行使時平均株価（円） ―

付与日における
公正な評価単価（円）

─

　

決議日 平成18年3月13日

権利行使価格（円） 155,000

行使時平均株価（円） ―

付与日における
公正な評価単価（円）

─
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(持分法損益等)

　当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

　前事業年度（自　平成19年８月１日　至　平成19年12月31日）

該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

　当中間会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年６月30日）

該当事項はありません。

　

　前事業年度（自　平成19年８月１日　至　平成19年12月31日）

（ngi mobile株式会社との合併）

1.　結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法

　　　的形式、結合後企業の名称

(1)　被取得企業の名称及び事業内容

　　① 結合企業名称　　　株式会社フラクタリスト

　　　 事業の内容　　　　モバイルソリューション事業、NomadicNode事業

　　② 被結合企業名称　　ngi mobile株式会社

　　　 事業内容　　　　　モバイルマーケティング事業、モバイルメディア事業

(2)　企業結合を行った主な理由

　　　　当社とngi mobile株式会社は、合併により当社の持つモバイルサイトの開発力と　　　　　

　　　ngi mobile株式会社の持つモバイルインターネット分野における広告及びメディア事業の業

　　　務ノウハウとを融合させ、モバイルインターネットの幅広い分野での事業展開をし、収益力

　　　を改善・強化することで企業価値を向上させるため。

(3)　企業結合日

　　　 平成19年12月１日

(4)　企業結合の法的形式

　　　 当社を存続会社とし、ngi mobile株式会社を消滅会社とする吸収合併方式

(5)　企業結合後の名称

　　　 株式会社フラクタリスト

２.　財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　　 平成19年12月１日から平成19年12月31日まで

３.　被取得企業の取得原価及びその内訳

　　　 被取得企業の取得原価は251,550千円であり、その内訳は株式会社フラクタリスト普通株式

　　　　4,500株であります。

４.　株式の種類別の交換比率及び算定方法

　　　 株式割当比率につきましては、ngi mobile株式会社の株式１株に対して当社の株式2.8125株

　　 を割当交付いたしました。算定方法につきましては、第三者機関が算定した株式価値の評価を　

　 　参考とし、当事者間及びngi mobile株式会社との間で協議のうえ決定いたしました。

５.　実施した会計処理の概要

　　　 受け入れた資産及び負債は、合併期日の前日に付された適正な帳簿価額により計上しており

　　　 ます。

６.　発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間

(1)　のれんの金額　　　122,630千円

(2)　発生原因

　　  企業結合時の時価純資産額が取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識してお

　　ります。

(3)　償却方法及びその償却期間
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　　　定額法（５年）

７.　企業結合日に受け入れた資産及び引き入れた負債の額及び主な内訳

資産 負債

　　　　　　　科目
              　金

額（百万円） 　　　　　　　科目

             　金

額（百万円）

流動資産 261 流動負債 179

固定資産 46 固定負債 ─

資産合計 308 負債合計 179
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(１株当たり情報)

　
　

当中間会計期間
(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 33,666円　69銭 １株当たり純資産額 31,850円　46銭

１株当たり中間純利益 1,832円　30銭 １株当たり当期純損失 9,957円　25銭

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

1,811円　89銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

新株予約権の残高がありますが、１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
当中間会計期間末

（平成20年６月30日）
前事業年度末

（平成19年12月31日）

純資産の部の合計額(千円) 690,369 652,647

純資産の部の合計額から控除する金額
(千円)

─ ─

普通株式に係る中間期末(期末)純資産額(千
円)

690,369 652,647

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数（株)

20,506 20,491

　

２　１株当たり中間純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上の基礎は以下のとおり

　　であります。

項目
当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成19年12月31日)

中間純利益又は当期純損失(△)
(千円)

37,571 △167,212

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る中間純利益
又は当期純損失(△)(千円)

37,571 △167,212

普通株式の期中平均株式数(株) 20,505 16,793

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益
の算定に用いられた普通株式増加数(株)
　(新株予約権)

 
231

 
─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり中間(当期)純利益の算定に含まれ
なかった潜在株式の概要

新株予約権３種類（新株予約権の
目的となる株式の数44株）。

新株予約権４種類（新株予約権の
目的となる株式の数686株）。
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(重要な後発事象)

　
当中間会計期間

(自　平成20年１月１日
至　平成20年６月30日)

前事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成19年12月31日)

────────── ──────────
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

　
(1)

　
有価証券報告書
及びその添付書類

　
事業年度
(第９期)

　
自　平成19年８月１日
至　平成19年12月31日

　 　
平成20年３月26日
関東財務局長に提出。

　
(2)

　
臨時報告書

　
企業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第２項第４号（主要株主の異動）

　 　
平成20年１月８日
関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年９月11日

株式会社フラクタリスト

取締役会　御中

　

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人　　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　　　　　　　　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　　　　　　　　 　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社フラクタリストの平成20年１月１日から平成20年12月31日までの第10期事業年度の

中間会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する

意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重

要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として

中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社フラクタリストの平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間会計期間(平成20年１月１日から平成20年６月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して

いる。
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